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・想定浸水域における被害の軽減（想定被害額1.5億円/年）

事業の発現状況
・当施設が完成することにより、高潮・波浪等の被害から背後地の資産を守ることができる。
・防護面積：5.16ha
・防護人口：151人
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主体

整理番号

長崎県

港湾－４

事業概要図

再評価結果 令和 6 年度）

事業名

長崎県西海市西海町面高郷
長崎県西海市西海町面高郷

事業
区分

港湾事業

護岸（改良）　1,111ｍ

　面高港面高地区において、台風などの高波・高潮よる浸水被害を防止するため、護岸改良を行い、地
域住民の安全・安心を確保する。

起終点

事業概要

事業の目的・必要性

延長 1,111ｍ

面高港海岸保全高潮対策工事

担当課 県北振興局港湾漁港第一課

担当課長名 冨永　兼悟

※水色のセル箇所を入力すること。
※他の課の「行」は、「非表示」にすること。
※水色のセル箇所を入力すること。
※他の課の「行」は、「非表示」にすること。

護岸（改良）L=1,111m



事業が長期化している傾向が有る為、事業計画の選択と集中により、施設の早期完成を図る必要があ
ると考える。

（同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性）

対応方針

（今後事後評価の必要性及び改善措置の必要性）
当該事業に係わる対応方針

・効果的な事業の実施を図ることによって、十分な事業の投資効果があると判断されるため、継続とし
たい。
・地元の要望に対する事業の継続及び早期完成を図る。
同種事業に係わる対応方針

特に無し

特記事項
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